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	※ 投票立会人のあなたへ

投票事務のポイント

それは、投票の秘密を守り、選挙の公正を維持することです。

　選挙人の自由な意思によって公正かつ適切に投票が行われなければ、選挙の公正を維持することはできません。そのため、日本国憲法や公職選挙法では様々な規定を定めています。

１．投票立会人の心構え

　投票立会人は、投票管理者のもとにおいて、投票事務の公平を確保するため公益代表として投票事務全般に立ち会う重要な職責を有するものです。

　特に、次の点には十分御留意くださるようお願いします。

（1） 定刻までに必ず選任通知書及び印鑑を持って参会すること。やむを得ない

事情があって参会できないときは、速やかに選挙管理委員会に連絡すること。

（2） 投票立会人は、投票事務が公正、的確かつ迅速に処理され、選挙人が自由

な意思にしたがって投票することができるよう、投票管理者に意見を申し

出るなど投票管理者に協力することが大切です。なお、投票管理者に意見

を申し出る場合は、投票手続が進行中のこともあるので、簡素にその要点

を申し述べるように心がけることが必要です。

（3） みだりに投票所外へ出ないこと。

真にやむを得ない理由がある場合のほかは投票所を出ないこと。やむを得ず投票所外に出るときは、同時に２人以上が席を立たないようにすること。　（席を立つときは投票管理者に連絡すること。）

（４）投票立会人は、その公益代表としての職責上、病気その他やむを得ない事故等正当な理由なくして辞職することはできないことになっているため、その職務を怠ることのないようにお願いします。また、その立場や職責を心得、身だしなみや服装にも気を配るようにしてください。
(５)　投票立会人は１投票所に2人以上参会しなければ投票所を開くことができませんので、体調管理をお願いします。
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２．投票立会人の主な仕事

　投票立会人は、投票が行われる際に、投票事務に参与するとともに、投票事務

の執行が公正に行われるように立ち会うことが仕事です。その担任する事務の主なものは次のとおりです。

（1） 投票手続きの全般について立ち会うこと。

1 投票所の開閉に立ち会うこと。

2 最初の選挙人が投票する前に投票所内にいる選挙人とともに投票箱に何も入ってないことの確認に立ち会うこと。

3 選挙人の選挙人名簿（抄本）との対照に立ち会うこと。

4 選挙人に対する投票用紙交付に立ち会うこと。
5 選挙人が投票用紙を投票箱に投函するのを見届けること。
6 不在者投票の投函に立ち会うこと。（第５投票所のみ）
7 投票箱の閉鎖及び送致に立ち会うこと。（送致については2人の内1人を選任する）

8 その他投票手続き全般に立ち会うこと。

（２）意見を述べること。

① 次の場合に意見を述べること。なお、投票管理者は、投票立会人の意見は聞くが、それに拘束されることなく自らの判断によって決定することができます。投票立会人はこの投票管理者の決定について次の②の異議があるときは、意見を述べることができます。

　ア　投票を拒否することについて意見を求められたとき。

　イ　代理投票を拒否することについて意見を求められたとき。

　ウ　代理投票補助者の選任についての意見を求められたとき。

　エ　不在者投票を受理するかどうかについての意見を求められたとき。

　オ　受理の決定を受けた不在者投票の代理投票の仮投票があるときに拒否するかどうかについて意見を求められたとき。

　　② 次の異議がある場合に意見を述べること。

　　ア　選挙人が投票を拒否されたこと又は投票を拒否されないことについて異議があるとき。

　　　　イ　選挙人が代理投票を認められたことについて異議があるとき。

（３）投票録に必ず署名（自署）すること

（4） 送致にあたる立会人は、投票箱のカギ（一のカギの封筒）を保管し、投票

管理者とともに投票箱等を開票管理者のもとに送致すること。この場合、

開票所へ直行すること。
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３．立会のポイント

（１）　投票の様子を立会人のみなさんも注意深く見守ってください。誤って投票箱にはがき（入場券）を入れようとする方や、まれに投票に来られた方の中には、投票用紙を投票箱に入れずに持ち帰ろうとする方がいますが、投票用紙の持ち帰りは絶対にあってはいけません。
万一、持ち帰る人を見かけたらすぐに投票管理者（又は職務代理者）に知らせてください。
４．留意していただくこと。

（１）投票の日時、場所を確かめておくこと。

（２）定められた時刻（６時４５分）よりやや早めに投票所に到着すること。

（３）印鑑と選任通知書を必ず持参すること。
　
（４）身だしなみを整え、服装や履物にも気を配ること。
　　　（Tシャツ、露出度の高い服、ジーンズ、サンダル等禁止）
（５）やむを得ない事情があって投票所へ行けないときは、なるべく早く選挙管理委員会へ連絡すること。（電話番号は表紙に記載されています）
（６）投票中はみだりに席をあけないようにし、どうしても席をあけなければならないときは、投票管理者に必ず連絡して退席すること。

選挙管理委員会
（７）投票所においては、投票所の秩序を保つため私語や携帯（スマートフォン）の使用は厳に慎むこと！
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